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(57)【要約】
【課題】一方の接続機器に対する電源オン操作を不要に
すること。
【解決手段】電子機器は、デバイス機器２０およびホス
ト機器１０を接続するＵＳＢ接続部ＲＣ２、ＰＬ１と、
ＵＳＢ接続部ＲＣ２、ＰＬ１に含まれる識別用端子ＩＤ
を介して電源制御信号を送る信号出力手段２１とを備え
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイス機器およびホスト機器を接続するＵＳＢ接続部と、
　前記ＵＳＢ接続部に含まれる識別用端子を介して電源制御信号を送る信号出力手段とを
備えることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子機器において、
　前記信号出力手段は、前記ＵＳＢ接続部で接続されている他の機器へ当該電子機器の電
源オン時に前記電源制御信号を送ることを特徴とする電子機器。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の電子機器において、
　前記信号出力手段は、前記ＵＳＢ接続部に含まれる電源用端子の電圧レベルに応じて前
記電源制御信号を変化させることを特徴とする電子機器。
【請求項４】
　請求項３に記載の電子機器において、
　前記信号出力手段は、前記電源用端子の電圧レベルが所定値か否かに応じて前記電源制
御信号について所定電圧レベルか否かを切り替えることを特徴とする電子機器。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記デバイス機器および前記ホスト機器は、各機器がそれぞれの電源により動作するこ
とを特徴とする電子機器。
【請求項６】
　デバイス機器およびホスト機器を接続するＵＳＢ接続部と、
　前記ＵＳＢ接続部に含まれる識別用端子を介して電源制御信号を受ける信号入力手段と
、
　前記電源制御信号に応じて電源オン／オフを切り替える電源制御手段とを備えることを
特徴とする電子機器。
【請求項７】
　請求項６に記載の電子機器において、
　前記電源制御手段は、前記電源制御信号が所定電圧レベルか否かで前記電源のオン／オ
フを切り替えることを特徴とする電子機器。
【請求項８】
　請求項６または７に記載の電子機器において、
　前記電源制御手段による電源オン／オフにかかわらず前記ＵＳＢ接続部に含まれる電源
用端子に所定の電圧を印加する電圧印加手段を備えることを特徴とする電子機器。
【請求項９】
　請求項６～８のいずれか一項に記載の電子機器において、
　前記デバイス機器および前記ホスト機器は、各機器がそれぞれの電源により動作するこ
とを特徴とする電子機器。
【請求項１０】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の電子機器と、
　請求項６～９のいずれか一項に記載の電子機器とを有することを特徴とするインターフ
ェイスシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）をインターフェイスとする電子機器に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
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　パソコン（Personal Computer）やその周辺機器を接続するインターフェイスとしてＵ
ＳＢが知られている。ＵＳＢで接続された機器は、ホスト役を担うホスト機器とホスト機
器以外のデバイス機器とに分けられる。ＵＳＢ接続された機器は、通常、ホスト機器から
デバイス機器へ電力が供給されるが、デバイス機器からホスト機器へ電力を供給する技術
も知られている（特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特許第３９５９３７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　デバイス機器およびホスト機器の双方がそれぞれ電源を備えている場合、デバイス機器
およびホスト機器に対してそれぞれ電源オン操作が必要で煩わしいという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
（１）請求項１に記載の発明による電子機器は、デバイス機器およびホスト機器を接続す
るＵＳＢ接続部と、ＵＳＢ接続部に含まれる識別用端子を介して電源制御信号を送る信号
出力手段とを備えることを特徴とする。
（２）請求項６に記載の発明による電子機器は、デバイス機器およびホスト機器を接続す
るＵＳＢ接続部と、ＵＳＢ接続部に含まれる識別用端子を介して電源制御信号を受ける信
号入力手段と、電源制御信号に応じて電源オン／オフを切り替える電源制御手段とを備え
ることを特徴とする。
（３）請求項１０に記載の発明によるインターフェイスシステムは、請求項１～５のいず
れか一項に記載の電子機器と、請求項６～９のいずれか一項に記載の電子機器とを有する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、一方の接続機器に対する電源オン操作を不要にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。図１は、
本発明の一実施の形態によるインターフェイスシステムを説明する図である。図１におい
て、インターフェイスシステムはＵＳＢ接続部を有する電子機器で構成される。本実施形
態では、ＵＳＢデバイス２０およびＵＳＢホスト１０をケーブルを介さずに直接接続する
。ＵＳＢデバイス２０およびＵＳＢホスト１０は、それぞれに装填される電池を電源とす
る。
【０００８】
　ＵＳＢデバイス２０は、たとえば電子カメラで構成し、ＵＳＢホスト１０は、たとえば
無線ＬＡＮモジュールで構成する。無線ＬＡＮモジュールを電子カメラに直接接続するこ
とにより、電子カメラ内に蓄積された画像データをパソコンなどを介さずにネットワーク
上のサーバなどへ転送することが可能となる。
【０００９】
　ＵＳＢ（Universal Serial Bus）は、電源用のＶＢＵＳラインと、マイナス側データ用
のＤ－ラインと、プラス側データ用のＤ＋ラインと、基準電位用のＧＮＤラインと、デュ
アルロールデバイスにおいて「ホスト機器」または「デバイス機器」の判別に用いられる
ＩＤラインとによって構成されている。デュアルロールデバイスは、ＵＳＢ－ＯＴＧ(USB
 On-the-Go)規格に準拠する機器であり、ＩＤラインから検出される電圧レベルによって
「ホスト機器」としても「デバイス機器」としても動作する機器をいう。
【００１０】
　ＵＳＢ接続された機器間で電力供給が行われる場合は、ＶＢＵＳラインを通して行われ
る。本実施形態では、図１に例示した機器間の電力供給は行わない。ＵＳＢ接続された機
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器間の通信は、Ｄ＋ラインおよびＤ－ラインによる一対のデータラインを介したシリアル
通信で行われる。
【００１１】
＜デバイス機器＞
　図１のＵＳＢデバイス２０は、ＤＣ／ＤＣコンバータ、制御回路を含む制御部２２と、
トランジスタ２１と、抵抗器２３および２４と、表示部２６と、コネクタＲＣ２とを含み
、電池２５が装填される。ＤＣ／ＤＣコンバータは電圧変換回路である。なお、ＵＳＢデ
バイス２０においてカメラの撮影処理に必要なブロック（撮像光学系、撮像素子、画像処
理部、メモリ、操作部材および記録媒体など）については説明を省略する。
【００１２】
　電池２５は、制御部２２をはじめとするＵＳＢデバイス２０の各ブロックへ電力を供給
する。制御部２２はマイクロコンピュータを含み、ＵＳＢデバイス２０（本例では電子カ
メラ）内の各ブロックの動作を制御するとともに、ＵＳＢデバイス２０が「デバイス機器
」として動作するための制御を行う。制御部２２はさらに、ＵＳＢホスト１０とのデータ
通信の制御も行う。
【００１３】
　トランジスタ２１は、抵抗器２３、２４により、制御部２２からの制御信号の電圧に応
じてオン／オフが制御される。具体的には、出力ポートＰoから出力される制御信号の論
理レベルがＨの場合にオンし、制御信号の論理レベルがＬの場合にオフする。トランジス
タ２１は、オン状態でＩＤラインの電圧をＧＮＤレベルにし、オフ状態でＩＤラインとト
ランジスタ２１（コレクタ端子）とを非接続の状態にする。
【００１４】
　制御部２２は、検出ポートＰvによりＶＢＵＳラインの電圧レベルを検出可能に構成さ
れる。制御部２２は、検出した電圧レベルが所定値より高い場合にトランジスタ２１をオ
ンさせる上記制御信号を出力ポートＰoから出力する。制御部２２は、検出した電圧レベ
ルが所定値以下の場合にはトランジスタ２１をオフさせる制御信号を出力ポートＰoから
出力する。
【００１５】
　表示部２６は、たとえば液晶表示器によって構成され、電子カメラ（ＵＳＢデバイス２
０）で撮影した画像を再生表示したり、ＵＳＢデバイス２０に対する設定内容をメニュー
表示したりする。
【００１６】
　コネクタＲＣ２は、ミニＢタイプレセプタクル（Mini-Bレセプタクル）で構成される。
ミニＢタイプレセプタクルは、「デバイス機器」専用のコネクタである。コネクタＲＣ２
には、「ホスト機器」または「ＵＳＢケーブル」が有するミニＢタイププラグ（Mini-Bプ
ラグ）が嵌合する。コネクタＲＣ２は、ＶＢＵＳラインに対応するＶＢＵＳ端子、Ｄ－ラ
インに対応するＤ－端子、Ｄ＋ラインに対応するＤ＋端子、ＧＮＤラインに対応するＧＮ
Ｄ端子、ＩＤラインに対応するＩＤ端子をそれぞれ含む。
【００１７】
＜ホスト機器＞
　ＵＳＢホスト１０は、制御部１１と、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２と、電圧レギュレータ
１３と、コネクタＰＬ１とを含み、電池１４が装填される。なお、ＵＳＢホスト１０にお
いて無線通信処理に必要なブロックは図示を省略している。電池１４は、ＤＣ／ＤＣコン
バータ１２をはじめとするＵＳＢホスト１０の各ブロックへ電力を供給する。
【００１８】
　制御部１１はマイクロコンピュータを含み、ＵＳＢホスト１０（本例では無線ＬＡＮモ
ジュール）内の各ブロックの動作を制御する。制御部１１は、ＵＳＢホスト１０が「ホス
ト機器」として動作するための制御を行う。制御部１１の制御により、バスで起こる処理
はすべてＵＳＢホスト１０から開始される。
【００１９】
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　ＤＣ／ＤＣコンバータ１２は、電池１４の電圧を制御部１１で必要な電圧へ変換して制
御部１１へ供給する。ＤＣ／ＤＣコンバータ１２は、制御端子ＣがＩＤラインと接続され
ている。ＤＣ／ＤＣコンバータ１２は、制御端子Ｃへ入力される信号がＧＮＤレベルの場
合に制御部１１への電源供給を開始し、制御端子Ｃへ入力される信号がＧＮＤレベルでな
い場合に制御部１１への電源供給を停止する。
【００２０】
　電圧レギュレータ１３は、電池１４の電圧を所定電圧（たとえば、＋５Ｖ）に変換して
ＶＢＵＳラインに印加する。ＵＳＢホスト１０に電池１４が装填されている場合は、ＶＢ
ＵＳラインへ常に上記電圧が印加される。
【００２１】
　コネクタＰＬ１は、ミニＢタイププラグ（Mini-Bプラグ）で構成される。ミニＢタイプ
プラグは、「ホスト機器」専用のコネクタである。コネクタＰＬ１には、「デバイス機器
」が有するミニＢタイプレセプタクル（Mini-Bレセプタクル）が嵌合する。コネクタＰＬ
１は、ＶＢＵＳラインに対応するＶＢＵＳ端子、Ｄ－ラインに対応するＤ－端子、Ｄ＋ラ
インに対応するＤ＋端子、ＧＮＤラインに対応するＧＮＤ端子、ＩＤラインに対応するＩ
Ｄ端子をそれぞれ含む。なお、ＧＮＤ端子およびＩＤ端子間は、ＵＳＢホスト１０内で接
続されている。
【００２２】
　以上説明した構成により、本実施形態ではＵＳＢデバイス２０（電子カメラ）側からＵ
ＳＢホスト１０（無線ＬＡＮモジュール）側の制御部１１に対する通電（電源供給）の開
始／終了を制御する。通電制御は以下のように行う。
【００２３】
　ＵＳＢデバイス２０の制御部２２は、初期状態として、(a)検出ポートＰvを用いたＶＢ
ＵＳラインの電圧レベルの検出を無効にし、(b)出力ポートＰoから論理レベルＬの制御信
号を出力してトランジスタ２１をオフ状態にする。この初期状態により、ＵＳＢデバイス
２０によってＩＤラインがハイ・インピーダンス状態（いずれの論理レベルの信号とも接
続されていない状態）にされるので、ＵＳＢホスト１０において制御部１１に対する通電
を停止する。ここで、ＶＢＵＳラインの電圧レベルの検出を無効にするとは、電圧レベル
の検出そのものを停止してもよいし、電圧レベルの検出を行うものの検出結果を無視する
ようにしてもよい。
【００２４】
（１）通電を開始させる場合
(1-1)手動操作による開始
＜ユーザー操作１＞ＵＳＢデバイス２０およびＵＳＢホスト１０が、コネクタＲＣ２およ
びコネクタＰＬ１を介して接続される。
＜ユーザー操作２＞ＵＳＢデバイス２０は、たとえば操作部材を用いたメニュー操作によ
り、無線ＬＡＮモジュールの電源制御についての項目が「オン」設定される。
【００２５】
　ＵＳＢデバイス２０の制御部２２は、上記「オン」設定されると、(c)検出ポートＰvに
よるＶＢＵＳラインの電圧レベルの検出を有効にする。これにより、ＵＳＢデバイス２０
は電圧レベルの検出を所定の間隔で繰り返し行う。
【００２６】
　ＵＳＢホスト１０に電池１４が装填されている場合、上述したようにＶＢＵＳラインへ
＋５Ｖの電圧が印加される。ＵＳＢデバイス２０の制御部２２は、検出したＶＢＵＳライ
ンの電圧レベルが＋５Ｖの場合に、(d)出力ポートＰoから論理レベルＨの制御信号を出力
してトランジスタ２１をオンさせる。これにより、トランジスタ２１のオン前にハイ・イ
ンピーダンス状態であったＩＤラインがＧＮＤレベルにされるので、ＵＳＢホスト１０に
おいて制御部１１への通電が開始される。
【００２７】
(1-2)ＵＳＢデバイス２０のスリープモード解除に伴う開始
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　スリープモード中のＵＳＢデバイス２０の制御部２２は、操作部材から操作信号を受け
付けた場合に、(e)スリープモードへの移行時に停止したＵＳＢデバイス２０内への通電
を開始する。制御部２２はさらに、(f)検出ポートＰvによるＶＢＵＳラインの電圧レベル
の検出を有効にし、検出したＶＢＵＳラインの電圧レベルが＋５Ｖの場合に、(g)出力ポ
ートＰoから論理レベルＨの制御信号を出力してトランジスタ２１をオンさせる。これに
より、ＵＳＢデバイス２０はＩＤラインをＧＮＤレベルにするので、ＵＳＢホスト１０に
おいて制御部１１への通電が開始される。
【００２８】
(1-3)ＵＳＢデバイス２０のメインスイッチオン操作による開始
　ＵＳＢデバイス２０の制御部２２は、メインスイッチのオン操作信号を受け付けた場合
に、(h)所定の電源オン処理を行ってＵＳＢデバイス２０内への通電を開始する。制御部
２２はさらに、上記メニュー操作によって無線ＬＡＮモジュールの電源制御についての項
目が「オン」設定されている場合に、(i)検出ポートＰvによるＶＢＵＳラインの電圧レベ
ルの検出を有効にし、検出したＶＢＵＳラインの電圧レベルが＋５Ｖの場合に、(j)出力
ポートＰoから論理レベルＨの制御信号を出力してトランジスタ２１をオンさせる。これ
により、ＵＳＢデバイス２０はＩＤラインをＧＮＤレベルにするので、ＵＳＢホスト１０
において制御部１１への通電が開始される。
【００２９】
（２）通電を開始させない場合
(2-1)電池電圧が不足する場合
＜ユーザー操作１＞ＵＳＢデバイス２０およびＵＳＢホスト１０が、コネクタＲＣ２およ
びコネクタＰＬ１を介して接続される。
＜ユーザー操作２＞ＵＳＢデバイス２０は、たとえば操作部材を用いたメニュー操作によ
り、無線ＬＡＮモジュールの電源制御についての項目が「オン」設定される。
【００３０】
　ＵＳＢデバイス２０の制御部２２は、上記「オン」設定されると、(k)検出ポートＰvに
よるＶＢＵＳラインの電圧レベルの検出を有効にする。これにより、ＵＳＢデバイス２０
は電圧レベルの検出を所定の間隔で繰り返し行う。
【００３１】
　ＵＳＢホスト１０に電池１４が装填されていない場合、または電池１４の電圧が不十分
の場合は、ＶＢＵＳラインへ＋５Ｖの電圧が印加されない。ＵＳＢデバイス２０の制御部
２２は、検出したＶＢＵＳラインの電圧レベルが＋５Ｖでない場合に上記初期状態を維持
するので、ＵＳＢホスト１０において制御部１１への通電は開始されない。
【００３２】
(2-2)手動操作されない場合
　また、上記ユーザー操作２がなされない場合、すなわち、無線ＬＡＮモジュールの電源
制御についての項目が「オン」設定されない場合にも制御部２２が上記初期状態を維持す
るので、ＵＳＢホスト１０において制御部１１への通電は開始されない。
【００３３】
（３）通電中に該通電を停止させる場合
(3-1)手動操作による停止
＜ユーザー操作１＞ＵＳＢデバイス２０は、たとえば操作部材を用いたメニュー操作によ
り、無線ＬＡＮモジュールの電源制御についての項目が「オフ」設定される。
【００３４】
　ＵＳＢデバイス２０の制御部２２は、上記「オフ」設定されると、(l)検出ポートＰvに
よるＶＢＵＳラインの電圧レベルの検出を無効にし、(m)出力ポートＰoから論理レベルＬ
の制御信号を出力してトランジスタ２１をオフ状態にする。これにより、ＵＳＢデバイス
２０はＩＤラインをハイ・インピーダンス状態にするので、ＵＳＢホスト１０において制
御部１１への通電が停止される。
【００３５】



(7) JP 2010-20549 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

(3-2)電池１４の電圧低下による停止
　また、電池１４の電圧が低下して電圧レギュレータ１３の動作条件を下回った場合は、
ＶＢＵＳラインへ＋５Ｖの電圧が印加されなくなる。ＵＳＢデバイス２０の制御部２２は
、検出したＶＢＵＳラインの電圧レベルが＋５Ｖでなくなると、(n)出力ポートＰoから論
理レベルＬの制御信号を出力してトランジスタ２１をオフ状態にする。これにより、ＵＳ
Ｂデバイス２０はＩＤラインをハイ・インピーダンス状態にするので、ＵＳＢホスト１０
において制御部１１への通電が停止される。
【００３６】
(3-3)ＵＳＢデバイス２０のスリープモード移行に伴う停止
　ＵＳＢデバイス２０の制御部２２は、操作部材が操作されない状態で所定時間を計時し
た場合に、(o)検出ポートＰvによるＶＢＵＳラインの電圧レベルの検出を無効にし、(p)
出力ポートＰoから論理レベルＬの制御信号を出力してトランジスタ２１をオフ状態にす
る。これにより、ＵＳＢデバイス２０はＩＤラインをハイ・インピーダンス状態にするの
で、ＵＳＢホスト１０において制御部１１への通電が停止される。制御部２２はさらに、
(q)操作部材からの操作信号の受け付けに必要な制御部２２の一部機能を除き、ＵＳＢデ
バイス２０内の各ブロックの機能を停止するようにＵＳＢデバイス２０内への通電を停止
してスリープモードへ移行する。
【００３７】
(3-4)ＵＳＢデバイス２０のメインスイッチオフ操作による停止
　ＵＳＢデバイス２０の制御部２２は、メインスイッチのオン操作信号を受け付けた場合
に、上記メニュー操作によって無線ＬＡＮモジュールの電源制御についての項目が「オン
」設定されていれば、(r)検出ポートＰvによるＶＢＵＳラインの電圧レベルの検出を無効
にし、(s)出力ポートＰoから論理レベルＬの制御信号を出力してトランジスタ２１をオフ
状態にする。これにより、ＵＳＢデバイス２０はＩＤラインをハイ・インピーダンス状態
にするので、ＵＳＢホスト１０において制御部１１への通電が停止される。制御部２２は
さらに、(t)所定の電源オフ処理を行ってＵＳＢデバイス２０内への通電を停止する。
【００３８】
　以上説明した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。
（１）本発明によるデバイス機器２０は、デバイス機器２０およびホスト機器１０を接続
するコネクタＲＣ２と、該コネクタＲＣ２に含まれるＩＤ端子を介して電源制御信号を送
るトランジスタ２１とを備えるようにしたので、ユーザーによるホスト機器１０に対する
電源オン操作を不要にすることができる。
【００３９】
（２）デバイス機器２０において、コネクタＲＣ２で接続されているホスト機器１０へデ
バイス機器２０の電源オン時に電源制御信号を送るようにしたので、デバイス機器２０の
電源オンの際、ユーザーによるホスト機器１０に対する電源オン操作を不要にすることが
できる。
【００４０】
（３）デバイス機器２０において、コネクタＲＣ２に含まれるＶＢＵＳ端子の電圧レベル
に応じてトランジスタ２１による電源制御信号を変化させるようにした。たとえば、ホス
ト機器１０からＶＢＵＳ端子へ電圧が印加されるように構成する場合には、デバイス機器
２０およびホスト機器１０間の接続を検出した上で電源制御信号を送ることができる。
【００４１】
（４）デバイス機器２０において、ＶＢＵＳ端子の電圧レベルが＋５Ｖか否かに応じてト
ランジスタ２１による電源制御信号をＧＮＤレベルにする／しないを切り替えるようにし
た。電源制御信号の状態をＧＮＤレベルか否かで判定できるようにすることで、デバイス
機器２０およびホスト機器１０がそれぞれ異なる電源電圧で動作する場合には、上記判定
に必要な回路の構成を簡単にすることができる。
【００４２】
（５）デバイス機器２０およびホスト機器１０がそれぞれの電源により動作するようにし
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たので、両機器間でコネクタＲＣ２を介した電源供給が不要になる。
【００４３】
（６）本発明によるホスト機器１０は、デバイス機器２０およびホスト機器１０を接続す
るコネクタＰＬ１と、該コネクタＰＬ１に含まれるＩＤ端子を介して電源制御信号を受け
、当該電源制御信号に応じて電源オン／オフを切り替える制御部１１とを備えるようにし
た。これにより、ホスト機器１０に対するユーザーによる電源オン操作を不要にすること
ができる。
【００４４】
（７）ホスト機器１０において、電源制御信号がＧＮＤレベルか否かで電源のオン／オフ
を切り替えるようにした。ＧＮＤレベルか否かで判定できるようにすることで、デバイス
機器２０およびホスト機器１０がそれぞれ異なる電源電圧で動作する場合には、上記判定
に必要な回路の構成を簡単にすることができる。
【００４５】
（８）ホスト機器１０において、制御部１１による電源オン／オフにかかわらずコネクタ
ＰＬ１に含まれるＶＢＵＳ端子に＋５Ｖの電圧を印加するようにした。これにより、デバ
イス機器２０およびホスト機器１０間が接続される際に、デバイス機器２０側においてＶ
ＢＵＳ端子を接続検出用として用いることができる。
【００４６】
（９）デバイス機器２０およびホスト機器１０がそれぞれの電源により動作するようにし
たので、両機器間でコネクタＰＬ１を介した電源供給が不要になる。
【００４７】
（変形例１）
　以上の説明では、ＩＤラインがＧＮＤレベルにされた場合にＵＳＢホスト１０において
制御部１１への通電を開始する構成を説明したが、ＩＤラインが所定の電圧レベル（たと
えば、＋５Ｖ）にされた場合にＵＳＢホスト１０において制御部１１への通電を開始する
ようにしてもよい。また、ＩＤラインの電圧レベルが所定値か否かの代わりに、該ＩＤラ
インの電圧レベルが所定の判定閾値より高いか否か（あるいは所定範囲内か否か）によっ
て制御部１１への通電を開始する／しないを切り替えてもよい。
【００４８】
（変形例２）
　また、上記の説明では、ＩＤラインがＧＮＤレベルかハイ・インピーダンス状態かによ
ってＵＳＢホスト１０において制御部１１へ通電をする／しないを切り替えるようにした
。この代わりに、ＩＤラインがハイ・インピーダンス状態かＧＮＤレベル（あるいは所定
の電圧レベル）か否かによってＵＳＢホスト１０において制御部１１へ通電をする／しな
いを切り替えるように構成してもよい。
【００４９】
（変形例３）
　ＵＳＢホスト１０にメインスイッチＳＷを設けてもよい。この場合には、図２に例示す
るように、ＤＣ／ＤＣコンバータ１２の受電端子側に設ける。該メインスイッチＳＷを常
時オン操作しておくことで、上記実施形態と同様の作用効果が得られる。反対に、該メイ
ンスイッチＳＷをオフ操作した場合には、ＩＤラインの電圧レベルにかかわらず、制御部
１１へ通電しないように強制的に切替えることができる。
【００５０】
（変形例４）
　電圧レギュレータ１３として＋５Ｖ出力のものを例にあげたが、＋５Ｖ以外の他の電圧
を出力するものを用いてもよい。
【００５１】
（変形例５）
　上記実施形態ではＵＳＢデバイス２０（電子カメラ）側からＵＳＢホスト１０（無線Ｌ
ＡＮモジュール）側の制御部１１に対する通電（電源供給）の開始／終了を制御した。こ
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供給）の開始／終了を制御するように構成してもよい。
【００５２】
　以上の説明では、ＵＳＢデバイス２０として電子カメラを例にあげて説明したが、携帯
電話機やＰＤＡなどの携帯型電子機器として構成してもよい。
【００５３】
　また、ＵＳＢホスト１０として無線ＬＡＮモジュールを例にあげて説明したが、チュー
ナーやＧＰＳ受信部などのモジュールとして構成してもよい。
【００５４】
　以上の説明はあくまで一例であり、上記の実施形態の構成に何ら限定されるものではな
い。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の一実施の形態によるインターフェイスシステムを説明する図である。
【図２】変形例３によるインターフェイスシステムを説明する図である。
【符号の説明】
【００５６】
１０…ホスト機器
１１、２２…制御部
１２…ＤＣ／ＤＣコンバータ
１３…電圧レギュレータ
１４、２５…電池
２０…デバイス機器
２１…トランジスタ
２６…表示部
ＰＬ１、ＲＣ２…コネクタ
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